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入 札 説 明 書 

 

 碧南市の松本伏見屋処理分区公共下水道整備工事（第２工区）に係る公告に基づく、一

般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとす

る。 

 

１ 対象工事 

 (1) 工 事 名 松本伏見屋処理分区公共下水道整備工事（第２工区） 

 (2) 工事場所 碧南市中山町地内始め 

 (3) 工 期 契約締結日の翌日から令和５年１月３１日まで 

 (4) 工事概要 工事延長 Ｌ＝７３９ｍ 

         管きょ延長 ＰＲＰΦ２００ Ｌ＝６３４ｍ 

               ＶＵΦ２００ Ｌ＝９ｍ 

               ＶＰΦ２００ Ｌ＝７２ｍ 

         マンホール設置工 Ｎ＝３０基 

         取付管設置工 Ｎ＝７０箇所 

         舗装復旧 仮復旧 Ａ＝６６９ｍ２ 

 (5) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して、落札者を決定する事前審査

型総合評価（特別簡易型）落札方式とする。 

２ 競争参加資格 

 (1) 入札参加者は、入札参加資格者名簿に登載されている者で、条件付一般競争入札（総

合評価落札方式）参加申請書の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、

本市から競争入札参加停止措置又はそれに準じる措置を受けていないこと。 

 (2) 条件付一般競争入札（総合評価落札方式）参加申請書の提出期限の日から落札決定

の日までの期間において、「碧南市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意

書」（平成２４年１２月２７日付け碧南市長等・愛知県碧南警察署長締結）に基づく排

除措置を受けていないこと。 

 (3) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により、対象工事の業

種について一定の許可を受け、土木一式工事を営んでいること。 

 (4) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
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 (5) 碧南市における入札参加資格者名簿又は市内業者の格付名簿に登載され、かつ土木

一式工事の総合評点が７５０点以上の市内業者及び準市内業者 

 (6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申

立をしていない者又は申立をなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立をしていない者又は申立をなされ

ていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者

又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格確認

の申請を行い、認定を受けた者については、更正手続開始又は再生手続開始の申立を

しなかった者又は申立をなされなかった者とみなす。 

 (7) 元請として過去１０年間（平成２４年度から令和３年度）で次に掲げる同種の工事

を完了・引渡した実績（以下「施工実績」）があること。 

  ア 土木一式工事で、施工実績は、愛知県内における、碧南市、愛知県又は国が発注

した工事で元請として施工したもの。 

３ 提出書類（電子調達システムによるもの以外） 

 (1) 提出を要する書類 

  ア 条件付一般競争入札（総合評価落札方式）参加申請書（様式１）【必須】 

  イ 企業評価対象工事の施工実績調書（別紙１）【必須】 

  ウ 企業における工事成績調書（別紙２）【必須】 

  エ 配置予定技術者調書（別紙３）【必須】 

  オ 地域内における工事の施工実績調書（別紙４）（加算を受けようとする時）【任意】 

  カ ＩＳＯ９００１に認証されていることが判る証明書類（加算を受けようとする時）

【任意】 

  キ 碧南市災害復旧協議会登録等証明書（加算を受けようとする時）【任意】 

  ク 碧南市消防団在籍者調書（加算を受けようとする時）（別紙５）【任意】 

  ケ ＩＳＯ１４００１に認証されていることが判る証明書類（加算を受けようとする

時）【任意】 

  なお、提出書類に関しては、内容確認等のためヒアリングを行う場合がある。 

 (2) 受付期間 

   令和４年４月４日（月）から４月７日（木）までの午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時まで 



 3 

 (3) 受付場所 

   碧南市総務部資産活用課 

   郵便番号 ４４７－８６０１     住所 碧南市松本町２８番地 

   電話番号 ０５６６－９５－９８７１（ダイヤルイン） 内線４５１ 

４ 総合評価に関する事項 

 (1) 評価項目及び評価基準 

各評価項目については、下記の評価基準に基づき加点するものとする。 

  ア 企業の技術力に関する事項（配点１３点） 

評価項目 評価基準 加算点 

企業評価対象工事の施工実績 

【県内過去５年間】 

 

※１、※４ 

３件以上 ３点 

２件 ２点 

１件 １点 

０件 ０点 

工事成績評定 

【市内過去３年間の各年度ごとの平

均点の平均点】 

※２、※５ 

平均８０点以上 ６点 

平均７８点以上８０点未満 ５点 

平均７６点以上７８点未満 ４点 

平均７４点以上７６点未満 ３点 

平均７２点以上７４点未満 ２点 

平均７０点以上７２点未満 １点 

平均７０点未満 ０点 

ＩＳＯ取得の有無（ＩＳＯ９００１） 

※３ 

取得 有 １点 

取得 無 ０点 

碧南市優良工事施工業者表彰の有無 

【業者表彰の実績】 

３回以上 ３点 

２回 ２点 

１回 １点 

無 ０点 

   ※１ 企業評価対象工事とは、最終契約金額が３，５００万円以上の下水道本管（汚

水）の布設工事を含む工事で、施工実績とは、愛知県内における、碧南市、愛

知県又は国が発注した工事を元請として施工したものとする。ただし、共同企
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業体としての実績は、構成員としての出資比率が２０％以上のものとし、契約

金額を出資割合で按分した額が３，５００万円以上となるものとする。 

   ※２ 工事成績評定について、実績の無い年度については、工事成績評定点を６９

点として平均点を算出する。また、工事成績評定点が６９点未満の実績がある場

合は、その６９点未満の点数をもって平均点を算出する。 

   ※３ 入札公告日において、入札に参加する本店、支店又は営業所が認証されてい

ること。 

   ※４ 県内過去５年間とは、愛知県内における、碧南市、愛知県又は国が発注した

工事で、平成２９年度～令和３年度に工事完了・引渡した案件とする。 

   ※５ 市内過去３年間とは、碧南市が発注し下水道課が所管する工事のうち、最終

契約金額が３，５００万円以上の下水道本管（汚水）の布設延長（人孔芯間の総

延長）が５０ｍ以上含まれている工事で、元請として施工し、平成３１年度～令

和３年度に工事完了・引渡した案件とする。 

  イ 配置予定技術者の能力に関する事項（配点９点） 

評価項目 評価基準 加算点 

技術者評価対象工事の施工実績 

【県内過去１０年間】 

※１、※３ 

有 １点 

無 ０点 

工事成績評定 

【市内過去５年間で上位３件の平均

点】 

 

※２、※４ 

平均８０点以上 ６点 

平均７８点以上８０点未満 ５点 

平均７６点以上７８点未満 ４点 

平均７４点以上７６点未満 ３点 

平均７２点以上７４点未満 ２点 

平均７０点以上７２点未満 １点 

平均７０点未満 ０点 

資格保有 

※５ 

資格（１級土木施工管理技士）有 ２点 

資格（２級土木施工管理技士）有 １点 

資格 無 ０点 

   ※１ 技術者評価対象工事とは、最終契約額が３，５００万円以上の下水道本管（汚
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水）の布設工事を含む工事で、施工実績とは、愛知県内における、碧南市、愛知

県又は国が発注した工事を元請の監理技術者、主任技術者又は現場理人として施

工したものとする。ただし、共同企業体としての実績は、構成員としての出資比

率が２０％以上のものとし、契約金額を出資割合で按分した額が３，５００万円

以上となるものとする。 

   ※２ 工事成績評定について、案件が３件に満たない場合は、不足する工事成績評

定点を６９点として平均点を算出する。また、工事成績評定点が６９点未満の実

績がある場合は、その６９点未満の点数をもって平均点を算出する。 

   ※３ 県内過去１０年間とは、愛知県内における、碧南市、愛知県又は国が発注し

た工事で、平成２４年度～令和３年度に工事完了・引渡した案件とする。 

   ※４ 市内過去５年間とは、碧南市（区画整理組合等含まない）が発注し、最終契

約金額が５００万円以上の建設業法別表第一の建設工事の種類が土木一式の工事

を元請の監理技術者、主任技術者又は現場代理人として施工し、平成２９年度～

令和３年度に工事完了・引渡した案件とする。 

   ※５ 配置予定技術者の変更は、死亡・退職等のやむを得ない場合を除き原則認め

ない。 

  ウ 地域精通度及び貢献度に関する事項（配点８点） 

評価項目 評価基準 加算点 

地域内での拠点の有無 碧南市に本店有 ２点 

碧南市に支店又は営業所有 １点 

碧南市に本店、支店、営業所無 ０点 

碧南市災害復旧協議会への参加割合 

※１ 

【令和３年度実績】 

７５％以上 ２点 

５０％以上７５％未満 １点 

５０％未満 ０点 

碧南市消防団在籍者 

※２ 

【令和４年度在籍者】 

２人以上 ２点 

１人 １点 

０人 ０点 

地域内における工事の施工実績 

【市内過去３年間】※３、※４ 

有 １点 

無 ０点 
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ＩＳＯ取得の有無（ＩＳＯ１４００

１） 

※５ 

取得 有 １点 

取得 無 ０点 

   ※１ 入札公告日から条件付一般競争入札参加申請書の提出期限末日までの日にお

いて、碧南市災害復旧協議会設置規程に基づく碧南市災害復旧協議会の委員であ

り、令和３年度における協議会活動への参加割合とする。 

   ※２ 令和４年度において、役員又は社員（契約社員、アルバイトは除く）が碧南

市消防団に在籍していること。 

   ※３ 地域内における企業の工事の施工実績とは、碧南市内における、碧南市（区

画整理組合等含まない）が発注した最終契約金額が１３０万円超の工事を元請と

して施工したものとする。ただし、共同企業体としての実績は、構成員としての

出資比率が２０％以上のものとし、契約金額を出資割合で按分した額が１３０万

円以上となるものとする。 

   ※４ 市内過去３年間とは、碧南市内における、碧南市（区画整理組合等含まない）

が発注した工事で、平成３１年度～令和３年度に工事完了・引渡した案件とする。 

   ※５ 入札公告日において、入札に参加する本店、支店又は営業所が認証されてい

ること。 

 (2) 総合評価の方法 

  ア 入札参加資格があると認められたものには標準点を与え、上記（１）の評価項目

ごとに提出された書類の内容に応じ、加算点を与える。なお、標準点は１００点と

し、加算点の合計の最大は３０点とする。 

  イ 総合評価は、標準点と（１）によって得た加算点の合計を当該入札参加者の入札

価格で除して得た数値（以下「評価値」という。）により評価する。 

    評価値＝（標準点１００点＋加算点の合計）／入札価格×１０，０００ 

 (3) 提出書類及び留意事項 

   提出書類については、下記の事項に留意して作成すること。 

提出書類名称 留意事項 

企業評価対象

工事の施工実

（条件） 

１ 企業評価対象工事とは、最終契約額が３，５００万円以上の下
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績調書 

（別紙１） 

【必須】 

 

水道本管（汚水）の布設工事を含む工事で、施工実績とは、愛知

県内における、碧南市、愛知県又は国が発注した工事を元請とし

て施工したものとする。 

２ 共同企業体としての実績は、構成員としての出資比率が２

０％以上のものとし、契約金額を出資割合で按分した額が３，５

００万円以上となるものとする。 

３ 県内過去５年間とは、愛知県内における、碧南市、愛知県又は

国が発注した工事で、平成２９年度～令和３度に工事完了・引渡

した案件とする。 

４ 条件にあてはまる工事を記載し、当該工事が確認できる（契約

書の写し、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）竣工時登録デ

ータの写し等）ものを添付すること。 

５ 工事成績評定点の確認できる成績書等を添付すること。 

企業における

工事成績調書 

（別紙２） 

【必須】 

１（条件） 

１ 市内過去３年間とは、碧南市が発注し、下水道課が所管する工

事のうち、最終契約金額が３，５００万円以上の下水道本管（汚

水）の布設延長（人孔芯間の総延長）が５０ｍ以上含まれている

工事で、元請として施工し、平成３１年度～令和３年度に工事完

了・引渡した案件とする。 

２ 工事成績評定について、実績の無い年度については、工事成績

評定点を６９点として平均点を算出する。 

３ 工事成績評定点が６９点未満の実績がある場合は、その６９

点未満の点数をもって平均点を算出する。 

４ 条件にあてはまる工事を全て記載すること。 

５ 工事成績評定点の確認できる成績書等を添付すること。 

配置予定技術

者調書 

（別紙３） 

【必須】 

１（条件） 

１ 技術者評価対象工事とは、最終契約額が３，５００万円以上の

下水道本管（汚水）の布設工事を含む工事で、施工実績とは、愛

知県内における、碧南市、愛知県又は国が発注した工事を元請の
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監理技術者、主任技術者又は現場代理人として施工したものとす

る。 

２ 共同企業体としての実績は、構成員としての出資比率が２

０％以上のものとし、契約金額を出資割合で按分した額が３，５

００万円以上となるものとする。 

３ 工事成績評定について、案件が３件に満たない場合は、不足す

る工事成績評定点を６９点として平均点を算出する。 

４ 工事成績評定点が６９点未満の実績がある場合は、その６９

点未満の点数をもって平均点を算出する。 

５ 県内過去１０年間とは、愛知県内における、碧南市、愛知県又

は国が発注した工事で、平成２４年度～令和３年度に工事完了・

引渡した案件とする。 

６ 市内過去５年間とは、碧南市発注（区画整理組合等含まない）

の最終契約金額が５００万円以上の土木一式工事で、元請として

施工し、平成２９年度～令和３年度に工事完了・引渡した案件と

する。 

７ 条件にあてはまる工事を記載し、当該工事が確認できる（契約

書の写し、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）竣工時登録デ

ータの写し等）ものを添付すること。 

８ 工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）等で工事現場での従事

が確認できる資料を添付すること。 

９ 工事成績評定点の確認できる成績書等を添付すること。 

10 配置予定技術者の保有資格に関して確認できる資格者証の写

しを添付すること。 

地域内におけ

る工事の施工

実績調書 

（別紙４） 

【任意】 

（（条件） 

１ 地域内における工事の施工実績とは、碧南市内における、碧南

市発注（区画整理組合等含まない）の最終契約金額が１３０万円

超の工事を元請として施工したものとする。ただし、共同企業体

としての実績は、構成員としての出資比率が２０％以上のものと
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 し、契約金額を出資割合で按分した額が１３０万円以上となるも

のとする。 

２ 市内過去３年間とは、碧南市内における、碧南市発注（区画整

理組合等含まない）の工事で、平成３１年度～令和３年度に工事

完了・引渡した案件とする。 

３ 条件にあてはまる工事施工実績を記載し、当該工事が確認で

きる（契約書の写し、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）竣

工時登録データの写し等）ものを添付すること。 

その他の資料 

【任意】 

 

１ 当該評価項目において、加算を受けようとする場合で、入札に

参加する本店、支店又は営業所がＩＳＯ９００１に認証されて

いるものは、認証されていることが判る証明書類を提出するこ

と。 

２ 当該評価項目において、加算を受けようとする場合で、入札に

参加する本店、支店又は営業所がＩＳＯ１４００１に認証され

ているものは、認証されていることが判る証明書類を提出する

こと。 

３ 当該評価項目において、加算を受けようとする場合で、碧南市

災害復旧協議会設置規程に基づく碧南市災害復旧協議会（以下

「協議会」という。）の委員であり、令和２年度における協議会

活動への参加割合が７５％以上又は５０％以上の実績を有する

ものは、協議会の発行する碧南市災害復旧協議会登録等証明書

を提出すること。 

４ 当該評価項目において、加算を受けようとする場合で、役員又

は社員（契約社員、アルバイトは除く）が、碧南市消防団に在籍

しているものは、雇用を証する書類及び別紙５の碧南市消防団

在籍者調書を提出すること。 

 (4) 入札説明書等に対する質問及び回答 

   入札説明書又は設計図書に対する質問がある場合は、質問事項を任意様式（Ａ４、

縦）により下記の期間内に提出をすること。回答については、下記回答日時に閲覧に

供する。 
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  質問期間 令和４年４月６日（水）～４月７日（木） 

  回答日時 令和４年４月１１日（月）午後１時までに回答 

  閲覧場所 電子調達システム内の入札情報サービスシステム（入札公告）で回答する。 

 (5) 評価項目の審査 

   加算点は、条件付一般競争入札（総合評価落札方式）参加申請書及び添付書類に基

づき、（１）の評価基準で審査して算出しますが、提出書類のみでは判断ができない場

合は、内容の確認や追加資料の提出を求めることがある。また、提出した書類の記載

内容が事実と違っていた場合でも書類の再提出は認めない。また、各評価項目の実績

等が記載漏れの場合は、加算対象とはならない。 

   なお、故意に虚偽の記載を行なうなど明らかに悪質な行為が判明した場合には、競

争入札参加停止等措置を講ずる場合がある。 

 (6) 落札者の決定方法 

  ア 総合評価は、下記の条件を満たす入札を行なった者のうち（２）のイによって算

出した評価値の最も高いものを落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が２者

以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。また、落札者となるべき者の

入札価格が碧南市低入札価格調査実施要領第４条の低入札調査基準価格を下回った

場合において、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者

とすることがある。 

   (ｱ) 発注者が設定している競争参加資格要件を全て満たしていること。 

   (ｲ) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 

  イ 碧南市低入札価格調査実施要領に基づき、低入札調査基準価格及び失格基準を設

定する。落札者となるべき者の入札金額が、低入札調査基準価格を下回り、かつ、

失格基準以上の価格で入札が行われた場合は低入札価格調査（以下、「調査」という。）

を行うものとする。調査の対象となった者は調査に協力すること。なお、調査に応

じない者及び失格基準を下回る入札をした者は、落札者となることができない。 

  ウ 落札者の決定は、落札者決定後、速やかに通知する。 

  エ 評価値及び加算点は、入札執行結果に合わせて公表する。 
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 (7) その他 

  ア 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

  イ 提出された技術資料等については、返却しない。 

  ウ 総合評価に関する審査結果を除き、提出された資料等は公表しない。 

５ 取り抜け方式 

 (1) 対象工事及び落札候補者決定については入札説明書のとおり 


